
行政評価シート（事後評価）
コード 事務事業名 所管部課
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事業費(A)

国庫支出金・都支出金

地方債

その他 （ ）

一般財源

所要人員(B)
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4,081
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41,467 19,486

都内26市のサービス水準との比較
（平均値、本市の順位など）

　祝金の贈呈　19市実施
　この他、商品券・祝品のみの市あり
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16年度

実績値
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千円
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活動等指標

単位

4,081

　東京都：100歳訪問
　100歳の高齢者宅を訪問し、祝状と記念品を贈呈する
　※都制度の敬老金贈呈事業は平成10年度以降廃止となった

21,13241,467 19,486

敬老金贈呈事業

19年度単位 18年度16年度 17年度

対象（金額）　毎年９月15日現在　77歳・88歳（10,000円）、100歳（50,000円）の方
贈呈方法　原則として77歳・88歳の方には民生委員から、100歳の方には市長または市職員からメッセージカード等と
ともに贈呈
※市単独事業

福祉部高齢者支援課（旧保健福祉部高齢者支援課）(45) 6-2-1

項　　目

事
務
事
業
の
概
要

事業内容・実施方法等／補助の概要：補助団体の概要（団体名・団体の活動内容・補助金の活用内容等）、補助金
の概要（国・都基準の有無・対象者拡大の有無・上乗せ補助額・市単独補助額）等

根拠法令等事務事業の目的

　西東京市内に住所を有する高齢者に対する敬老と長寿を祝うため

事業開始時期 合併前から 実施形態

21,132

0.50

4,164 4,093

0.50 0.50 0.50

25,289

76

43,950 45,616

76

12.78千円 11.61 11.53 12.96

19年度

19年度

3,955 1,824 1,979

18年度

　廃止し祝金についての苦情や問合せが数多くあった。贈呈金を受取った高齢
者からは「助かります」「嬉しいです」言われている。

実績値

人

目標値

《指標の説明・数値変化の理由　など》
　贈呈対象者各年齢（70歳・77歳・88歳・95歳・100歳）の合計人数
　※平成18年度以降、70歳（10,000円）、95歳（20,000円）を廃止（対象外）

成果指標

受領者数

《指標の説明・数値変化の理由　など》
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1,9793,785

目標値

市民・関連団体等の意見
（アンケート結果など）

代替・類似サービスの有無

法律
条例・規則

要綱・要領

政令・省令

  上

  中

  下

  有

  無

直営 委託 補助 その他



コード 事務事業名 所管部課

【一次評価】

【二次評価】

【行革本部評価】

市民ニーズ
の把握

受益者負担
の適切さ

ランク検証項目

3

事業の優先
度（緊急性）

検証項目

(45) 6-2-1

事業主体
の妥当性

事業の優先
度（緊急性）

事業の
必要性

2

2

　第二次行財政改革大綱（地域経営戦略
プラン）に基づく事務事業の見直しにより、
平成18年以降は70歳（10,000円）、95歳
（20,000円）を廃止（対象外）とした。
　当面は継続実施とするが、今後は高齢者
人口の増加の推移を注視しながら、再度、
事業の見直し検討が必要と思われる。

福祉部高齢者支援課（旧保健福祉部高齢者支援課）

3

2

2

事業主体
の妥当性

直接のサービ
スの相手方

事業内容等
の適切さ

受益者負担
の適切さ

二次評価
判断理由及び事業を行う上での課題や、

今後改善すべき点等

一次評価
判断理由及び事業を行う上での課題や、

今後改善すべき点等

敬老金贈呈事業

行革本部評価

1

3

1

　本事業については平成18年に事業の見
直しとして贈呈対象の一部を廃止してい
る。
　今後は、他市の動向や高齢者人口の増
加の推移を注視しながら、敬老金贈呈とい
うことに限定せず、高齢者に対する敬老と
長寿を祝うための方策を検討すべきであ
る。

判断理由及び事業を行う上での課題や、今後改善すべき点等

事業の
必要性

1

2

ランク

2

直接のサービ
スの相手方

事業内容等
の適切さ

　平成18年度に対象者について所定の見直しを行っている。今後、高齢者保健福祉計画の見直しの
際に、元気な高齢者を支えるという視点から施策展開を議論する中で、事業のあり方、必要性について
検証されたい。

市民ニーズ
の把握

1

1

拡充

継続実施

改善・見直し

抜本的見直し

休止
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事業内容等
の適切さ

受益者負担
の適切さ

市民ニーズ
の把握

0

1

2

3

事業の優先
度（緊急性）

事業の
必要性

事業主体
の妥当性

直接のサービ
スの相手方

事業内容等
の適切さ

受益者負担
の適切さ

市民ニーズ
の把握

継続実施

改善・見直し

抜本的見直し

廃止

拡充

継続実施

改善・見直し

抜本的見直し

休止

廃止

休止

廃止

拡充


